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１．近年の高年齢鉱山労働者の割合と災害の発生状況

⚫ 近年の鉱山労働者の年齢割合のうち、高年齢者（50歳以上。以下同じ。）は約４割を占めており、他産

業と同様に高年齢化が進展。

⚫ 罹災者の年齢割合においても、高年齢者は約４割を占めている。

出所）令和7年12月アンケート調査集計結果〈抜粋〉
「高年齢労働者の安全への取組状況について」

（※）約70事業所からの回答を集計

（参考１）産業別高年齢者割合

全産業 45%

建設業 51%

製造業 42%

出所）2024年労働力調査年報
（総務省統計局）

（※）令和6年の50歳以上の就業者数を集計

（参考２）死傷者数に占める高年齢者割合

労働者全体 55.7%

出所）令和6年11月6日第170回労働政策審
議会安全衛生分科会資料から抜粋（厚
生労働省）

（※）令和5年の死傷者数（休業４日以
上）に占める50歳以上の割合

出所）経済産業省
（※）平成30年～令和7年の災害等報告（休業３日以

上）を罹災者の年代別に集計
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２．近年の高年齢鉱山労働者の災害事由

⚫ 墜落・転倒については高年齢者の割合が約５～６割を占めており、高年齢者が罹災者となりやすい要因。

⚫ 高年齢者の罹災事例としては、バランスを崩して高所や車両からの墜落、滑りやすい箇所や不整地での歩行の際

の転倒などであり、その多くが骨折等による重傷。

出所）経済産業省
（※）平成30年～令和7年の災害等報告（休業３日以上）

を罹災者の年代別に集計

コンベア

21人(13%)

車両系鉱山機械又は

自動車

22人(14%)

その他

3人(2%)

運搬装置

46人(29%)

墜落

29(18%)
転倒

24人(15%)

取扱中の器

材鉱物等

19人(12%)

機械のため

11人(7%)

その他

31人(19%)

平成30年～令和7年の8年間の

災害事由別罹災者発生状況

H30～R7年
160人

出所）鉱山保安統計年報、鉱山保安統計月報
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３．労働安全衛生法における高年齢者の労働災害防止に向けた新たな取組（１）
（高年齢労働者の労働災害防止措置を事業者に義務付け）

⚫ 高年齢労働者の就業者数及びその割合の増加により、高年齢労働者の労働災害が増加している。また、高年齢労働者は、若年世代

と比べて、労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間も長い傾向。

⚫ 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイドライン）の認知を含め、身体機能の低下等による労働

災害発生リスクに関するリスクアセスメントの実施や身体機能の低下を補う設備・装置の導入をはじめとした高年齢者に対する労働災害

防止対策の取組が低調。

【労働安全衛生法において事業者の努力義務を新たに位置付け】

・ 労働安全衛生法を改正し、高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管

理その他の必要な措置を講ずることを事業者の努力義務として位置付け（令和７年５月14日公布、令和８年４月１日施行）。

【事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定】

・ 改正労働安全衛生法に基づき「高年齢者の労働災害防止のための指針」を策定・公表。厚生労働大臣は、本指針に従い、事業者又は

その団体に対して必要な指導、援助等を行うことができる。

（令和８年２月10日公表、４月１日から適用）※エイジフレンドリーガイドラインは３月31日をもって廃止。

※指針の主な内容

・安全衛生管理体制の確立（危険源の特定等のリスクアセスメントの実施等）

・職場環境の改善（身体機能の低下を補う設備・装置の導入、高年齢者の特性を考慮した作業管理）

・安全衛生教育（高年齢者に対する教育、管理監督者等に対する教育） など

背景・経緯

新たな取組
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３．労働安全衛生法における高年齢者の労働災害防止に向けた新たな取組（２）
（労働安全衛生法の改正）

○改正労働安全衛生法（高年齢者の労働災害防止のための措置を新設）

（高年齢者の労働災害防止のための措置）

第六十二条の二

事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境
の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を
図るため必要な指針を公表するものとする。

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助
等を行うことができる。

⚫ 労働安全衛生法を改正し、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理その他の必要な措置を講ずること

を事業者の努力義務として位置付け（令和７年５月14日公布、令和８年４月１日施行）。
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３．労働安全衛生法における高年齢者の労働災害防止に向けた新たな取組（３）
（高年齢者の労働災害防止のための指針の概要）

○「高年齢者の労働災害防止のための指針」

第１ 趣旨

第２ 事業者が講ずべき措置
１ 安全衛生管理体制の確立等
（１）安全衛生管理体制の確立

ア 経営トップによる方針表明及び体制整備
イ 安全衛生委員会等における調査審議等

（２）危険源の特定等のリスクアセスメントの実施
２ 職場環境の改善
（１）身体機能の低下を補う設備・装置の導入
（２）高年齢者の特性を考慮した作業管理
３ 高年齢者の健康や体力の状況の把握
（１）健康状況の把握
（２）体力の状況の把握
（３）健康や体力の状況に関する情報の取扱い

４ 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
（１）個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置
（２）高年齢者の状況に応じた業務の提供
（３）心身両面にわたる健康保持増進措置
５ 安全衛生教育
（１）高年齢者に対する教育
（２）管理監督者等に対する教育

第３ 労働者と協力して取り組む事項

第４ 国、関係団体等による支援の活用

根拠法令 改正労働安全衛生法第62条の２第２項
適用期日等 公表日：令和８年２月10日、適用期日：令和８年４月１日

⚫ 「高年齢者の労働災害防止のための指針」は、エイジフレンドリーガイドラインを参考に、厚生労働省により策定・公表。

⚫ 令和８年３月18日付けで、産業保安監督部及び関係業界団体を通じ、各鉱山に対し周知。
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⚫ エイジフレンドリーガイドラインを知らない事業者が約４割と多い。

⚫ 危険予知トレーニングを通じた危険感受性の向上教育や、経験のない業務に従事する高年齢労働者への丁寧な教育訓

練、加齢に伴う労働災害リスク増大への対策についての教育は、約２～４割が未対応。

出所）令和７年12月アンケート調査集計結果〈抜粋〉
「高年齢労働者の安全への取組状況について」

（※）約70事業所からの回答を集計

４．鉱山における高年齢者の危害防止に係る取組状況（１）（教育・訓練の実施）
※アンケート調査集計結果
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４．鉱山における高年齢者の危害防止に係る取組状況(2) (リスクアセス、職場環境の改善)
⚫ 身体機能の低下等による労働災害についてのリスクアセスメントは、約２割が対応済であるが、約４割が一部のみの対応、約４割が未対応。

⚫ 階段への手すりの設置や通路の段差解消などについては、約５割が対応済であるが、約５割が一部のみの対応。また、危険箇所が解消できない場合

の安全標識等の掲示については、約７割が対応済であるが、約３割が一部のみの対応。

⚫ 補助機器等の導入による人力取扱量の抑制、ゆとりのある作業スピード・無理のない作業姿勢等に配慮した作業マニュアルの策定、腰部に過度の負

担が係る作業方法の改善等については、約３～５割が未対応。
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（参考）エイジフレンドリーガイドラインの普及状況（厚生労働省）

• 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイドライン）に基づく取組が進ん

でいない。とりわけ、身体機能の低下等による労働災害発生リスクに関するリスクアセスメントの実施や身体機能の

低下を補う設備・装置の導入をはじめとして、全体的に低調となっている。

• 取り組んでいない理由について、「自社の60歳以上の高年齢労働者は健康である」と回答した事業場が多くなって

いる（48.1%） 。身体機能の低下による労働災害のリスクへの理解が進んでおらず、その結果、そのような労働災

害の防止のための取組が行われないことで、労働災害の増加に歯止めがかからない状況に繋がっていると考えられる。

出典：第170回労働政策審議会安全衛生分科会資料より抜粋
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５．今後の方向性（１） 高年齢者の危害防止に係る規定類の見直し

• 鉱山保安法令においては、高年齢の鉱山労働者に対する危害防止に係る対応として、これまで鉱山の実状に応じた保安
措置を講じることを義務付けているほか、第14次鉱業労働災害防止計画においても「高年齢労働者の安全と健康確保の
ためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイドライン）を周知するなどに取り組んできた。

• 今般のアンケート調査結果、近年の高年齢者の災害発生状況及び今後の更なる高年齢化の進展を踏まえ、高年齢者の

危害防止に係る取組の更なる推進が必要。

• そのため、保安規程の記載事項や措置事例の規定内容を見直し、高年齢者の危害防止に係る規定を明示することとして

はどうか。

見直しの観点

鉱山保安法施行規則

（保安規程）

第40条

【保安規程の記載事項に「高年齢者の危害防止」を追加】

保安規程の保安確保措置に係る記載事項について、「高年齢者の危害防止」を明示し、高年齢者の特性に

配慮した安全対策について、保安規程での記載と対応の促進を促す。

鉱業権者が講ずべき措置事例

第10章

機械、器具及び工作物の使用

（第12条関係）

【鉱業権者が講ずべき措置事例に「高年齢者の特性に応じたもの」の例示を追加】

鉱山保安法施行規則第12条に規定する「機械、器具及び工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若

しくは作業手順」について、「安全かつ適正」の概念の例示に、「高年齢者の特性に応じたもの」を明示す

る。
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５．今後の方向性（２） 鉱山保安法施行規則の一部改正（案）

新 旧

（保安規程）
第四十条

２ （略）

法第十九条の規定に基づき、鉱業権者が保安規
程に定めなければならない内容は、次に掲げる事
項とする。
一～九 （略）
十 前各号に掲げるもののほか、高所作業場から
の墜落防止、機械又は器具に挟まれること又は
巻き込まれることによる危害防止、埋没の防止、
はい作業（倉庫、上屋又は土場に積み重ねられ
た荷の積み卸し作業をいう。）に係る危害防止、
高年齢者の危害防止、共同作業時の連絡体制そ
の他の現況調査で明らかになった保安を確保す
るための措置の内容

法第十九条の規定に基づき、鉱業権者が保安規
程に定めなければならない内容は、次に掲げる事
項とする。
一～九 （略）
十 前各号に掲げるもののほか、高所作業場から
の墜落防止、機械又は器具に挟まれること又は
巻き込まれることによる危害防止、埋没の防止、
はい作業（倉庫、上屋又は土場に積み重ねられ
た荷の積み卸し作業をいう。）に係る危害防止、
共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明ら
かになった保安を確保するための措置の内容

○鉱山保安法施行規則の一部改正（案）
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５．今後の方向性（３） 鉱業権者が講ずべき措置事例の一部改正（案）

新 旧

第10章
機械、器具及び
工作物の使用
１

２・３ (略)

鉱山保安法施行規則第12条に規定する「機械、
器具及び工作物の安全かつ適正※な使用方法※又
は作業方法※若しくは作業手順※」とは、次のと
おり。
※「安全かつ適正」とは、例えば、「機械の運転
中に補修、注油又は掃除をしない。」などの作
業を行う箇所やその周囲の状況並びに高年齢者
の特性に応じたものをいう。

※「使用方法」とは、「起動（開始）時」、「通
常使用時」及び「使用停止時又は終了時」の操
作方法をいい、これらの使用時における保安上
の注意事項を含む。

※「作業方法」、「作業手順」とは、「通常の作
業時」に加え、「修理時」、「清掃時」、「故
障又は破損時等の通常の使用が出来ない時」及
び「複数で行う共同作業時」も含む。

鉱山保安法施行規則第12条に規定する「機械、
器具及び工作物の安全かつ適正※な使用方法※又
は作業方法※若しくは作業手順※」とは、次のと
おり。
※「安全かつ適正」とは、例えば、「機械の運転
中に補修、注油又は掃除をしない。」などの作
業を行う箇所やその周囲の状況に応じたものを
いう。

※「使用方法」とは、「起動（開始）時」、「通
常使用時」及び「使用停止時又は終了時」の操
作方法をいい、これらの使用時における保安上
の注意事項を含む。

※「作業方法」、「作業手順」とは、「通常の作
業時」に加え、「修理時」、「清掃時」、「故
障又は破損時等の通常の使用が出来ない時」及
び「複数で行う共同作業時」も含む。

○鉱業権者が講ずべき措置事例の一部改正（案）
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５．今後の方向性（４） 各主体で取り組むべき内容

各主体 取り組む主な事項

鉱業権者

鉱山労働者

○ 高年齢労働者の危害防止に係る保安関連情報の積極的な収集及び現況調査の適時・適切

な実施によって保安関連の状況を確認・評価し、必要に応じ、保安規程等に反映するなど、

高年齢労働者の危害防止を含む保安確保の向上に向けた鉱山保安マネジメントシステムの

一層の向上に取り組むこと。

業界団体

○ 高年齢労働者の危害防止に係る保安関連情報を収集し、各会員企業等に対し提供すると

ともに、業界全体としての高年齢労働者の危害防止を含む保安確保の維持・向上の取組を

継続する。

行政

（監督部）

○ 「高年齢者の労働災害防止のための指針」を周知するとともに、高年齢労働者の危害防

止に係る保安関連情報の提供や、鉱山の実状を踏まえたきめ細かい指導を行う。

⚫ 高年齢の鉱山労働者の危害防止に対する対応を促進するため、各主体に対して以下の取組を求めていく。
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